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「少年法等の一部を改正する法律案」可決に抗議する緊急声明 

 

 

本日、「少年法等の一部を改正する法律案」（以下「改正案」という。）が参議院本会議（or 参

議院法務委員会）で可決されたことに対し、以下のとおり抗議する。 

 

１ 国会審議経過の問題点 

本年４月 23 日の参議院本会議において菅総理大臣は「改正案は現行少年法の制度に問題が

あることを理由とするものではなく」「民法の成年年齢の引下げなどの社会情勢の変化がある

一方、成長途上にあり、可塑性を有する存在であることも踏まえ、少年法においても、その立

場に応じた取り扱いをすることが適当」と述べている。 

今国会の審議を通じて、教育的・福祉的処遇に基づく少年司法が刑罰を前提とする刑事司法

に比べて非行少年の立直りと再犯防止に有効に機能してきたこと、改正の根拠は民法の成年年

齢引下げに合わせるという政策的判断のみであること、18・19 歳について成長途上で可塑性を

有する（変わり得る）存在と認めながらも刑事責任を取らせる姿勢を強調するという矛盾や、

家庭裁判所や少年鑑別所・少年院等において非行少年の立直りを担当している職員・関係者な

ど現場の意見や経験を十分に汲み上げていないことが明らかになった。 

 

２ 18・19歳の少年に与える影響 

改正案では第 5 章「特定少年の特例」を新設し、少年法の中に 18・19 歳を「特定少年」と

位置づけて 17 歳以下の少年と区別している。刑罰の面でも保護処分の面でも「特例」が定めら

れており、第１章、とりわけ第１条（少年法の目的）や第 22 条（手続きの原則）に反する扱い

を認めている。これは、実質的に少年法適用年齢を引き下げたに等しい内容である。 

（１）刑事裁判対象事件の範囲拡大 

非行の背景には虐待や貧困等、子ども期の成長発達を阻害する要因があることは統計上明ら

かである。少年法はこれまで、少年の育ってきた社会的背景を科学的調査によって解明し、要

保護性（再非行や更生の可能性から考える保護の必要性・相当性）を見極め、少年の個別的事

情に応じて必要な教育的・福祉的処遇（個別処遇）を行い、効果的な対応を果たしてきた。 

しかし、改正案では、原則として検察官に送致する（少年を刑事裁判にかける）対象範囲を

「短期１年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」にまで拡大する。これによって刑事裁判の対

象件数が大幅に増加することになる。行為内容を重視して検察官送致の対象範囲を拡大するこ

とで、個別処遇によるきめ細かな対応をとることを著しく困難にするおそれが高い。 

（２）刑事事件の特例を適用しない 

現行少年法では、他の被疑者・被告人との取扱いの分離（49 条）、不定期刑（52 条）、資格制

限排除規定（60 条）など、刑事事件になった場合であっても、少年の健全な育成のために特例

を設けている。 

しかし、改正案は、18・19 歳についてその特例の適用を完全に排除する。これは、罪を犯す

ときに 18・19 歳の少年の場合のみならず、処分の時に 18 歳を超える 17 歳以下の少年にも及
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ぶのであって、その悪影響は計り知れない。少年の健全育成ないし少年の成長発達権保障とい

う少年法の目的（1 条）は 18・19 歳にも及ぶにもかかわらず、それを具体化するための規定が

まるごと適用されないのは論理矛盾である。 

（３）起訴された場合、推知報道の禁止を解除する 

61 条は少年の推知報道（実名等の報道）によって更生の機会を奪わないための規定である。

これは、罪を犯した少年だけでなく、少年のときに罪を犯した場合にも適用されている。推知

報道の禁止は第１条（目的）によって保障された特例に直接根拠があり、適用除外することは

そもそも論理矛盾である。改正案は、無罪の可能性がある起訴段階での推知報道を解禁するも

のであって、一度報道された内容が不可逆的に残り続ける問題（「忘れられる権利」の保障が必

要となる状況）に加え、いったん刑事事件として起訴された場合であっても審理の結果、再度

家庭裁判所に戻され保護処分を受ける場合がある（55 条）ことを見過ごしており、欠陥法の典

型と言わなければならない。 

（４）外国籍少年の退去強制がより高まる 

原則検察官送致の対象が拡大されると、外国籍少年は退去強制の対象となる可能性がより高

まる。現在「出入国管理及び難民認定法及び関連法の改正案」も並行して審議されており、同

法案は「無期若しくは１年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」は原則として在留特別

許可をしないとしている。同法案と少年法改正案とを併せて考えれば、外国籍の少年は、たと

え日本に生まれ育ち、日本に生活の基盤をもつ場合であっても、退去強制を余儀なくされる事

態となる。 

 

３ 少年司法全体に与える影響―「犯情」の導入 

刑事裁判では「犯情（犯罪行為の内容等）」が量刑を決めるにあたっての基本とされている。

つまり、被告人がおこなった犯罪行為に応じた刑罰を科すという考え方を刑事裁判では採用し

ている。その「犯情」という考え方が改正案に導入され、「特定少年」について保護処分を決定

する際に「犯情の軽重を考慮」することを要求している。このことは、家庭裁判所や少年鑑別

所における調査・鑑別・処遇における非行事実（非行の内容等）の重視を意味し、相対的に要

保護性に対する調査・鑑別・処遇の低下に繋がることを意味する。非行少年の背景事情には目

をふさぎ、要保護性を十分に掘り下げない傾向が進めば、17 歳以下の少年に対する調査・鑑別・

処遇にも悪影響が生じる。 

 

４ さいごに 

このように、改正案は 18・19 歳に対する厳罰化であると同時に、少年法の目的およびそれ

を支える具体的処遇の後退に繋がる非常に大掛かりな改正である。少年司法現場の運用や報道

機関の判断に丸投げされたかのような附帯決議を含む法案成立に対して、強く抗議する。 

なお、附則には５年後の見直しに関する規定が盛り込まれている。５年後の見直しにあたっ

ては、今回の改正案が厳しく査定されなければならない。 

 

２０２１年５月●●日 
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少年法「改正」に反対する市民の会 

 

呼びかけ人（五十音順） 

石井 小夜子（弁護士・子どもと法･21） 

片山 徒有（被害者と司法を考える会代表・衆議院法務委員会参考人） 

川村 百合（弁護士・参議院法務委員会参考人） 

草場 裕之（弁護士） 

鄭 裕靜（青山学院大学非常勤講師） 

滝沢 雪子（社会福祉法人カリヨン子どもセンター・社会福祉士・精神保健福祉士） 

新倉 修（青山学院大学名誉教授・弁護士） 

藤原 直子（社会福祉士・子どもと法･21） 

三好 洋子（社会福祉法人青少年と共に歩む会理事・憩いの家非常勤スタッフ） 

横山 勝（元家裁調査官、全司法労働組合少年法対策委員会、日本子どもを守る会） 

吉田 朋弘（弁護士・子どもと法･21） 

 

賛同人・賛同団体 （●●●名） 

 

 


